
目黒区介護保険居宅サービス等利用者負担額軽減事業に関する事務要綱 

平成１８年３月３１日付け目健介第１１２９号決定 

 改正 平成１８年６月３０日付け目健介第６８号決定   

平成１９年２月１５日付け目健介第１００２号決定 

平成１９年９月２８日付け目健介第６０９号決定  

平成２４年１月３１日付け目健介第３１７３号決定 

平成２４年３月１日付け目健介第３４９７号決定  

平成２７年７月１日付け目健介第１７７９号決定  

平成２８年４月１日付け目健介第６３９号決定   

平成２８年１０月３日付け目健介第３１３３号決定 

                   平成２９年５月１６日付け目健介第８８３号決定 

                    令和元年７月２６日付け目健介第２０９９号決定 

（目的） 

第１条 この要綱は、目黒区（以下「区」という。）が、介護保険法（平成９年法律第１２３号。

以下「法」という。）に基づくサービスを利用する法第４１条第１項に規定する居宅要介護被保

険者及び法第５３条第 1 項に規定する居宅要支援被保険者並びに法第１１５条の４５第１項に

規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。）

を利用する者（以下「要介護被保険者等」という。）に対し、サービスの利用に係る費用の負担

額の一部を助成する介護保険居宅サービス等利用者負担額軽減事業（以下「事業」という。）に

ついて必要な事項を定め、もって要介護被保険者等の法第８条第１項に規定する居宅サービス、

同条第１４項に規定する地域密着型サービス、法第８条の２第１項に規定する介護予防サービ

ス、同条第１２項に規定する地域密着型介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事

業の利用の促進を図ることを目的とする。 

（軽減対象サービス） 

第２条 事業の対象となるサービスは、次に掲げるサービスとする。 

（１）法第８条第２項に規定する訪問介護 

（２）法第８条第３項に規定する訪問入浴介護 

（３）法第８条第４項に規定する訪問看護 

（４）法第８条第５項に規定する訪問リハビリテーション 

（５）法第８条第７項に規定する通所介護 

（６）法第８条第８項に規定する通所リハビリテーション 

（７）法第８条第９項に規定する短期入所生活介護 

（８）法第８条第１０項に規定する短期入所療養介護 

（９）法第８条第１５項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（10）法第８条第１６項に規定する夜間対応型訪問介護 

 (11) 法第８条第１７項に規定する地域密着型通所介護 

（12）法第８条第１８項に規定する認知症対応型通所介護 



（13）法第８条第１９項に規定する小規模多機能型居宅介護 

（14）法第８条第２３項に規定する複合型サービス 

（15）法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問入浴介護 

（16）法第８条の２第３項に規定する介護予防訪問看護 

（17）法第８条の２第４項に規定する介護予防訪問リハビリテーション 

（18）法第８条の２第６項に規定する介護予防通所リハビリテーション 

（19）法第８条の２第７項に規定する介護予防短期入所生活介護 

（20）法第８条の２第８項に規定する介護予防短期入所療養介護 

（21）法第８条の２第１３項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 

（22）法第８条の２第１４項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 

 (23) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法

律（平成２６年法律第８３号。以下「医療介護総合確保推進法」という。）附則第１１条の規

定によりなおその効力を有することとされた医療介護総合確保推進法第５条の規定による改

正前の法（以下「旧法」という。）第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護 

 (24) 医療介護総合確保推進法附則第１１条の規定によりなおその効力を有することとされた旧

法第８条の２第７項に規定する介護予防通所介護 

（25）法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業のうち、旧法第８条の２第

２項に規定する介護予防訪問介護に相当する事業及び同事業に準じて区が独自に実施する事

業（自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。） 

（26）法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業のうち、旧法第８条の２第

７項に規定する介護予防通所介護に相当する事業及び同事業に準じて区が独自に実施する事

業（自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。） 

（協定） 

第３条 区は、事業の実施に当たり、前条各号に掲げるサービス（以下「軽減対象サービス」と

いう。）を提供する事業者との間において、助成金の支給に係る受領委任払協定の締結を推進す

るものとする。 

２ 前項に規定する協定に係る協定書（以下「協定書」という。）の名称は、目黒区介護保険居宅

サービス等利用者負担額軽減事業に係る受領委任払協定書とし、その様式及び関係帳票は別に

定めるものとする。 

（対象者） 

第４条 助成金の支給対象者は、軽減対象サービスを受ける日の属する年の前年（軽減対象サー

ビスを受ける日の属する月が１月から７月までの場合にあっては、前々年）中の合計所得金額

（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額

をいい、その額が０円を下回る場合には、０円とする。）が０円である要介護被保険者等であっ

て、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 軽減対象サービスの利用時において区の介護保険の被保険者である者 

(2) 次に掲げる者が軽減対象サービスを受ける月の属する年度（軽減対象サービスを受ける日



の属する月が４月から７月までの場合にあっては、前年度）分の地方税法の規定による市町

村民税（同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第３２８条の規定によって課す

る所得割を除く。以下同じ。）が課されていないもの 

ア 要介護被保険者等の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員 

イ 要介護被保険者等と同一の住所に居住する要介護被保険者等の扶養義務者（民法（明治

２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定める扶養義務者をいう。）であって、要介護被

保険者等の属する世帯と世帯を異にしている者 

ウ 地方税法の規定による市町村民税の算定において要介護被保険者等を同法第２９２条第

１項第７号に規定する同一生計配偶者又は同項第９号に規定する扶養親族としている者で

あって、要介護被保険者等の属する世帯と世帯を異にする者 

２ 前項の規定にかかわらず、生活保護法（昭和２２年法律第１４４号）第６条第１項に規定す

る被保護者については、支給対象者に含めないものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、法第４章第６節の保険給付の制限等の適用を受けている者につ

いては、当該制限等を受ける間は助成金の支給対象者に含めないものとする。 

（助成金の算定） 

第５条 軽減対象サービスの助成金の額は、次の表の左欄に掲げる軽減対象サービスに応じ、同

表の中欄に掲げる額（以下「利用者負担額」という。）に、それぞれ同表の右欄に掲げる額を乗

じて得た額とする。 

第２条第１

号から第２

４号に掲げ

る軽減対象

サービス 

軽減対象サービスの利用に係る法第４１条第１項に規定する

居宅介護サービス費及び法第４２条の２第１項に規定する地

域密着型介護サービス費、法第５３条第１項に規定する介護

予防サービス費及び法第５４条の２第１項に規定する地域密

着型介護予防サービス費又は医療介護総合確保推進法附則第

１１条の規定によりなおその効力を有することとされた旧法

第５３第１項に規定する介護予防サービス費の支給対象とな

るサービスに要した費用の額から、法第４１条第４項各号及

び法第４２条の２第２項各号、法第５３条第２項各号及び法

第５４条の２第２項各号又は医療介護総合確保推進法附則第

１１条の規定によりなおその効力を有することとされた旧法

第５３第２項各号に定める額を控除して得た額 

２分の１ 

第２条第２

５号及び第

２６号に掲

げる軽減対

象サービス 

軽減対象サービスの利用に係る法第第１１５条の４５の３第

１項に規定する第１号事業支給費の支給対象となるサービス

に要した費用の額から、同条第２項に定める第１号事業費の

額を控除して得た額 

２分の１ 

２ 助成金の支給を受ける要介護被保険者等が、他の利用者負担額を軽減する制度（以下「他の

軽減制度」という。）の対象となる場合は、他の軽減制度の適用を優先するものとする。 



（助成資格の決定） 

第６条 助成金の支給を受けようとする要介護被保険者等は、目黒区長（以下「区長」という。）

に対して、介護保険居宅サービス等利用者負担額軽減認定申請書（別記第１号様式）に被保険

者証を添えて申請しなければならない。 

２ 区長は、前項の申請（以下「軽減申請」という。）があった場合には、第４条に定める対象者

に該当するか否かを調査し、速やかに決定した上で、介護保険居宅サービス等利用者負担額軽

減認定決定通知書（別記第２号様式）により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。 

３ 区長は、軽減申請の内容が助成の対象に該当すると認める場合には、当該要介護被保険者等

に対して、介護保険居宅サービス等利用者負担額軽減認定証（別記第３号様式。以下「軽減認

定証」という。）を交付するものとする。 

４ 区長は、必要に応じて、申請日の属する月の初日を限度に、当該認定の始期を遡及すること

ができる。 

（助成金の支給申請等） 

第７条 軽減認定証の交付を受けた要介護被保険者等（以下「被助成者」という。）は、次の各号

のいずれかの方法により、助成金の支給を申請しなければならない。 

(1) 助成金の支給申請及び受領を協定事業者（第３条の規定により協定を締結した事業者をい

う。以下同じ。）に委任して軽減対象サービスを利用する方法（以下「受領委任払い」という。） 

(2) 軽減対象サービスを利用した後に、助成金の支給を区に申請する方法（以下「差額の償還

払い」という。） 

２ 受領委任払いにより助成金の支給を申請するための手続は次のとおりとする。 

(1) 被助成者は、法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第５８条第１項

に規定する指定介護予防支援事業者（以下「支援事業者等」という。）に、法第８条第２４項

に規定する居宅サービス計画、法第８条の２第１６項に規定する介護予防サービス計画又は

介護予防・日常生活支援総合事業での介護予防ケアマネジメントの作成を依頼する際に、あ

らかじめ軽減認定証を提示して、受領委任払いにより軽減対象サービスを利用する旨を伝え

る。 

(2) 被助成者は、協定事業者に軽減対象サービスの提供を依頼する。その依頼の際には、あら

かじめ協定事業者に対して軽減認定証を提示し、受領委任払いの方法により軽減対象サービ

スを利用する旨を伝える。 

(3) 被助成者は、あらかじめ協定事業者に対して書面により、助成金に係る申請権及び受領権

を委任する。 

(4) 協定事業者は、被助成者からの委任に基づき、介護保険居宅サービス等利用者負担額軽減

分差額支給申請書（別記第４号様式。以下「支給申請書」という。）を作成して提出する。 

(5) 第２号の規定による依頼は、支援事業者等を経由して行うことを妨げない。 

３ 差額の償還払いにより助成金を申請する方法は、被助成者が、軽減対象サービスを利用した

後、利用者負担額の支払に係る領収書及び被保険者証を支給申請書に添付して行うものとする。 

４ 区長は、支給申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、併せて当該軽減対象サー



ビスに係る保険給付請求について、法第４１条第６項及び法第４２条の２第６項又は法第５３

条第４項及び法第５４条の２第６項の規定による支給方法による場合における国民健康保険団

体連合会（以下「連合会」という。）から区に送付される審査結果情報又は同項の規定による支

給方法によらない場合における区が行う審査結果に基づいて、保険給付の支出根拠となる給付

実績があったことを確認し、速やかに決定の上、介護保険居宅サービス等利用者負担額軽減分

差額支給（不支給）決定通知書（別記第５号様式。以下「差額決定通知」という。）により、協

定事業者又は被助成者に通知するものとする。 

５ 区長は、前項の規定にかかわらず、協定事業者が支給申請書において、支援事業者等が担う

給付管理に従って軽減対象サービスを被助成者に提供した旨を証明する表記を行った場合は、

連合会からの審査結果情報の送付を待たずに支給を決定し、助成金を支給できるものとする。

この場合において、当該助成金の支給根拠となった保険給付が支給限度額を超過した等の事由

により事後に過払いとなっていることが明らかになったときは、協定事業者をして支給済みの

助成金の全部又は一部を、区に返還させなければならない。 

（届出義務） 

第８条 被助成者は、氏名又は住所を変更したときは、その旨を速やかに区長に届け出なければ

ならない。 

（被助成者に係る軽減認定資格情報の協定事業者等に対する提供） 

第９条 被助成者が、あらかじめ区長に対して、介護保険居宅サービス等利用者負担額軽減事業

に係る軽減認定資格情報の提供同意書（別記第６号様式。以下「同意書」という。）に署名押印

して提出している場合に限り、区長は被助成者の利用に係る協定事業者並びに被助成者が利用

する居宅サービス等の給付管理を担う支援事業者等（以下「協定事業者等」という。）に対して、

当該被助成者に係る軽減申請、軽減認定証等に関する情報（以下「軽減認定資格情報」という。）

を提供することができる。 

２ 協定事業者等は、前項の規定により区長から軽減認定資格情報の提供を受けたときは、その

内容を第三者に提供してはならない。また、秘密保持に必要な体制を整えて安全な管理に努め

なければならない。 

３ 前項の規定に基づく軽減認定資格情報の提供につき、協定事業者における情報管理の安全性

を担保するため、協定書には必要な約定を明記するものとする。 

４ 支援事業者等における情報管理の安全性の担保に関する措置については、別に定めるところ

による。 

５ 区長が協定事業者等に対して提供する情報は、同意書に表記された範囲に限るものとする。 

（譲渡又は担保の禁止） 

第１０条 被助成者は、この要綱による助成を受ける権利を、第三者に譲渡し、又は担保に供し

てはならない。 

（助成金の返還） 

第１１条 この要綱による助成を行った後において、その助成額に錯誤があつたことが判明した

ときは、区長は、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。 



２ 偽りその他不正の手段により、この要綱による助成を受けた者があるときは、区長は、その

者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。 

（補足） 

第１２条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

付 則 

１ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、この要綱の決定の

日から施行する。 

２ 軽減申請の手続は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。 

３ この要綱は、この要綱の施行の日以降に受ける軽減対象サービスについて適用する。 

   付 則（平成１８年６月３０日付け目健介第６８号決定） 

この要綱は、平成１８年７月１日から施行する。 

   付 則（平成１９年２月１５日付け目健介第１００２号決定） 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

付 則（平成１９年９月２８日付け目健介第６０９号決定） 

この要綱は、平成１９年１０月１日から施行する。 

付 則（平成２４年１月３１日付け目健介第３１７３号決定） 

この要綱は、平成２４年２月１日から施行する。 

付 則（平成２４年３月１日付け目健介第３４９７号決定） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２７年７月１日付け目健介第１７７９号決定） 

この要綱は、決定の日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、目黒区介護保険条例（平

成１２年３月目黒区条例第１５号）付則第９条の区長が定める日の翌日から施行する。 

   付 則（平成２８年４月１日付け目健介第６３９号決定） 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２８年 １０月３ 日付け目健介第３１３３号決定） 

 この要綱は、平成２８年１０月 ３日から施行する。 

   付 則（平成２９年５月１６日付け目健介第８８３号決定） 

  この要綱は、平成２９年８月１日から施行する。ただし、平成２９年８月１日からの新認定

期間に係る事前の申請から用いる。 

   付 則（令和元年７月２６日付け目健介第２０９９号決定） 

この要綱は、令和元年８月１日から施行する。 


